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1. 東日本大震災被災者・原発被害者の
権利回復

　都内でも7,000～8,000名の方が福島県から避難さ

れており，当会を始めとする東京三会の協力なくして

は，この方々の具体的な権利回復は難しい。福島，

宮城，岩手の各県においても，支援の必要は継続して

いる。引き続き会員の特段のご協力をお願いしたい。

　原子力損害賠償紛争解決センター（ADR）は，

2,000を超える申立案件を抱え，さらに今後，月に

400～500件の申立てが予想される。しかし，それ

に対処する仲介委員，調査官が全く足りない状況に

ある。弁護士会として，仲介委員，調査官の待遇改

善を求めつつ，人的補充を具体的に実現するために，

全力で協力したい。また，多くの被害者に弁護士が

代理人として法的支援をすることが重要であり，その

ことが，迅速な争点整理につながる。これについても

さらに推進したい。

　今国会で審議されている原発被害者支援法につい

ても，早期に法案を成立させ適正に運用させるよう

に弁護士会としても取り組みたい。

2. 司法改革のさらなる推進

　弁護士の数が増えただけでは，市民の司法アクセ

スの拡充につながらない。市民にとって利用しやすく

頼りがいのある司法を実現するために，裁判所，検

察庁の改革と併せて司法の制度的基盤の拡充と整備

に取り組みたい。

3. 業務改革

　業務の拡大をどう進めていくかは，極めて重要な

課題である。法廷だけではなく，自治体，国，企業

等に，弁護士がさらに広く参画する現実的な取組み

を進めたい。また，自治体法律相談への弁護士会の

関与を拡充していく取組みを強化したい。あわせて，

弁護士業務に関する広報戦略を検討し実行したい。

4. 若手会員に対する支援

　新規登録弁護士に対する研修を充実させるため，

来年1月からクラス研修制度を実現したい。現在，

プロジェクトチームをつくって具体化を進めている。

この秋口には具体案を提示して，クラス研修をサポ

ートする講師陣の態勢作りのため，多くの会員のご

協力をお願いしたい。

5. 法教育の推進

　様々な委員会が学校（中学校・高校）で行ってい

る出前講座活動の情報交換を進め，各活動をできる

限り連携化・体系化することで，法教育をさらに前

進させたい。また，東京都教育委員会などとも話し

合いをして，教師の研修に弁護士を派遣し，全ての

学校で法教育を進めることを目指したい。

会務執行方針（要旨）
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6. 刑事司法改革

　取調べ可視化の議論は，法制審の特別部会で進

んでいる。個々の刑事裁判で現れてきた検察あるい

は警察の問題点も素材にして，取調べ全過程の可視

化，人質司法の打破，証拠の全面開示を，それぞれ

具体的に進展させたい。

7. 全面的国選付添人制度の実現

　日弁連の定期総会で，2013（平成25）年に制度の

実施を求める決議が採択された。現在，法務省は

「2008年改正少年法等の検証に関する意見交換会」

を開始しており，その中でも，日弁連は全面的国選

付添人制度の実現を求めている。現在，日弁連は会

員からの特別会費で付添人に年間8億～9億円の予算

を投じているが，これは本来国が負担すべきものであ

る。子どもの人権保障に向けて，制度の早期実現に

尽力したい。

8. 法曹養成と法曹人口問題への対応

　裁判所法改正に合わせて，「法曹の養成に関する

フォーラム」の後継組織が閣議決定でつくられる予

定である。同組織において，早ければ今年中にも取

りまとめが行われると予想される。情勢に遅れること

なく，弁護士会の方針を確定し，その実現のために

積極的に活動したい。

審 議

第1号議案　平成24・25年度綱紀委員会の弁護士

会員委員（正委員）25人の選任及び同委員の任免に

ついて常議員会に一任することに関する件

◎承認（全会一致）

〈内容〉

　綱紀委員会の弁護士会員委員（正委員）105人中

25人が本年度内に任期満了になるので，慣例により，

その選任及び任免を常議員会に一任することにした。

第2号議案　「東京弁護士会会則（第10条）」の一部

改正の件

◎承認（全会一致）

〈内容〉

　住民基本台帳法一部改正が 2012（平成 24）年

7月9日に施行され，外国人登録原票は廃止になり，

外国籍の者についても住民登録されて住民票の写し

が交付されることになる。その改正にあわせて，こ

れまで東京弁護士会会則第10条（弁護士名簿の登

録請求）第2項第2号において外国籍の登録請求書

に「外国人登録原票記載事項証明書」の提出を求

めていたものを「外国人住民に係る住民票の写し」

に改めることとした。
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第3号議案　「会務活動等に関する会規」の一部改正

の件

◎承認（全会一致）

〈内容〉

　当会では，国選・当番弁護士の受任希望者の不足

の解消，弁護士自治の維持発展，会務負担の衡平

などを理由に，2004（平成16）年度に会務活動を義

務化した。

　その後，新入会員の増加や国選弁護事件の減少

など弁護士及び弁護士会の状況が変わってきたこと

から，会務活動等に関する会規（以下「会規」とい

う。）を改正することにした。主な改正点は，①会務

活動等への参加義務等を規定する会規第2条第1項

に「委員会等の依頼に基づき就任する外部機関の委

員等としての活動」を追加する，②会規第2条第4

項により会務活動等に参加するものとみなすものとし

て，別表を改正し，「本会の総会議長，副議長」等

を追加し32項目とする，③会規第3条第2項に新た

に第4項として「国会議員，都道府県議会議員及び

政令指定都市の市議会議員の職にある者並びに都

道府県知事，同副知事，市区町村長，副市町村長

及び公営企業管理者の地位にある者」，第5項として

「法令により職務専念義務を有する公務員の職にある

者」を加えるものである。

第4号議案　2011（平成23）年度一般会計・特別会

計収支決算の承認の件

◎承認（全会一致）

〈内容〉

　「2011（平成23）年度一般会計・特別会計決算報

告書」に基づき審議した。『定期総会招集通知書』

23頁下から7行目から同25頁6行目までの補足説明

については，前年度理事者より一部撤回する旨の説

明がなされた。総会においては，同補足説明につい

て会員に誤解のないよう周知するとの提案がなされ，

上記提案に基づき，2011（平成23）年度一般会計・

特別会計決算（グラフ参照）が承認された。総会後，

前年度理事者の了解を得て，同補足説明を全文削除

会費
114,568万円

特別負担金16,498万円

繰越金
51,428万円

他会計繰入
21,931万円

会務執行費4,104万円

管理費
14,526万円

手数料収入
12,887万円 合同図書館拠出金4,437万円

収入 支出

その他
46,237万円

繰越金
72,724万円

他会計繰出
15,383万円

事業費17,711万円

その他
56,176万円

人件費
（含法定福利費）
　  78,488万円

2011（平成23）年度一般会計 決算　　　　　　　　合計 約263,549万円
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することとされた。

第5号議案　2012（平成24）年度一般会計・特別会

計収支予算（案）の決議の件

第6号議案　東京弁護士会会計規則第24条但書（科

目間等の流用）の承認の件

第7号議案　2013（平成25）年度4月分から6月分

までの一般会計・特別会計収支暫定予算（案）の決

議の件

◎承認（賛成多数）

〈内容〉

　第5号議案は，「2012（平成24）年度予算説明書」

に基づき審議し，2012（平成24）年度一般会計・特

別会計収支予算（グラフ参照）を承認した。

　第5号議案の可決に伴い，前年度の定期総会で承

認された2012（平成24）年度4月分から6月分まで

の一般会計・特別会計収支暫定予算は失効し（会

計規則第21条第2項），本予算内の収支として処理

される。また，職員退職金については，若干余裕を

もたせて予算を計上しているが，念のため，管理費

の退職給付支出として計上した6,000万円を超える

支出が必要となった場合には，退職給付引当資産か

ら必要な額を取り崩して支出することについても提

案され，あわせて承認した。

　第6号議案は，会計規則第24条の「ただし，総

会の承認により，科目区分の大科目中において中科

目間，小科目間及び中科目と小科目間での流用をす

ることができる」との規定に基づき，一般会計内の

科目間の流用及び各特別会計においては，その会計

内での流用を認めることについて承認した。但し，

個々具体的な流用については，理事者会の承認を必

要とするのが慣行である。

　第7号議案については，事務の煩雑さをなくすと

ともに経費を節約するために，暫定予算については

予算書を作成せず，「2013（平成25）年度4月分か

ら6月分までの一般会計・特別会計収支暫定予算は

2012（平成24）年度本予算額の12分の3とする」

ことを承認した。

2012（平成24）年度
定 期 総 会

会費
120,503万円

管理費
12,636万円

手数料収入
12,740万円

特別負担金
15,513万円

会務執行費7,594万円

合同図書館拠出金
7,237万円 事業費27,697万円

その他
21,541万円

繰越金
66,273万円

他会計繰出
18,850万円

繰越金
72,724万円

その他
17,169万円

人件費
（含法定福利費）
　  85,565万円

収入 支出

2012（平成24）年度一般会計 予算　　　　　　　　合計 約243,021万円




